
バリフリ法（移動等円滑化経路）

Ⅱ.出入口

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3）
1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①

No. 施設名 所管課名
区分
※

1.敷地内通路 8.特殊な昇降機
Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他

2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備

※区分（UD調査の用途区分）
① 学校
② 職業訓練施設
③ 診療所（病室を有するもの）
➃ 集会所
⑤ 公会堂（地区集会所）
⑥ 物品販売業を営む店舗
⑦ 旅館、ホテル
⑧ 公衆浴場
⑨ 官公署

⑩ 共同住宅
⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用する
もの）
⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場
⑭ 博物館、美術館、図書館
⑮ 飲食店
⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共のように供されるもの）
⑰ 公衆便所

別紙５



バリフリ法（一般部）

Ⅱ.出入口

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3）
1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①

No. 施設名 所管課名
区分
※

1.敷地内通路 8.特殊な昇降機
Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他

2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備

※区分（UD調査の用途区分）
① 学校
② 職業訓練施設
③ 診療所（病室を有するもの）
➃ 集会所
⑤ 公会堂（地区集会所）
⑥ 物品販売業を営む店舗
⑦ 旅館、ホテル
⑧ 公衆浴場
⑨ 官公署

⑩ 共同住宅
⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用する
もの）
⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場
⑭ 博物館、美術館、図書館
⑮ 飲食店
⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共のように供されるもの）
⑰ 公衆便所



バリフリ法（福祉のまちづくり条例）

Ⅱ.出入口

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3）
1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①

No. 施設名 所管課名
区分
※

1.敷地内通路 8.特殊な昇降機
Ⅰ.敷地内通路・駐車場 Ⅲ.廊下等・階段・エレベーター Ⅳ.トイレ Ⅴ.その他

2.駐車場 3.出入口 4.廊下等 5.階段 6.傾斜路 7.昇降機 9.トイレ 10.ホテル、旅館の客室 11.客席 12.標識 13.案内設備

※区分（UD調査の用途区分）
① 学校
② 職業訓練施設
③ 診療所（病室を有するもの）
➃ 集会所
⑤ 公会堂（地区集会所）
⑥ 物品販売業を営む店舗
⑦ 旅館、ホテル
⑧ 公衆浴場
⑨ 官公署

⑩ 共同住宅
⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用する
もの）
⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場
⑭ 博物館、美術館、図書館
⑮ 飲食店
⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共のように供されるもの）
⑰ 公衆便所



ユニバーサルデザイン調査

自由記入欄
5.快適 3.安全

（1） （2） （3） （4） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （1） （2） （3） （1） （2） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （4） （5） （1） （2） （3） （1） （1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （3） （1） （2） （1） （2） （3） （1） （2）
1 〇〇学校 教育委員会総務課 ①

No. 施設名 所管課名
区分
※

1.公平
敷地内通路・駐車場 出入口 廊下等・階段・エレベーター トイレ その他（子育て支援環境）

4.機能２.簡単 3.安全 4.機能 5.快適 1.公平 2.簡単 3.安全 4.機能 1.公平 2.簡単 3.安全 2.簡単 3.安全 4.機能 5.快適5.快適 1.公平 2.簡単 4.機能 5.快適 1.公平

※区分（UD調査の用途区分）
① 学校
② 職業訓練施設
③ 診療所（病室を有するもの）
➃ 集会所
⑤ 公会堂（地区集会所）
⑥ 物品販売業を営む店舗
⑦ 旅館、ホテル
⑧ 公衆浴場
⑨ 官公署

⑩ 共同住宅
⑪ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するもの）
⑫ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
⑬ 体育館、水泳所、その他これらに類する運動施設又は遊技場
⑭ 博物館、美術館、図書館
⑮ 飲食店
⑯ 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共のように供されるもの）
⑰ 公衆便所
⑱ その他


